
Ⅱ-① 適正な契約価格の設定
（災害公営住宅に係る被災3県における標準建設費引上げ）

公営住宅の補助対象費用の限度額は、標準的な住宅を基本とし、特別な工事については加算することによ
り算出。
 標準建設費は、住宅の立地条件・構造・階数に応じ、毎年度の価格変動を反映して国土交通大臣が定める。
 特別な工事を行うなど通常よりも費用を要する場合は、その工事内容に対して、一定額の加算を措置。

立地条件・構造・階数等により
決定される金額

（主体附帯工事費）
特例加算

【立地条件】仙台市（多雪寒冷地域）【構造】中層耐火構造・片廊下型 【階数】３階建

1,434
万円/戸

最大
1703.5
万円/戸

主体附帯
工事費

標準建設費

標準建設費とは

被災地における標準建設費の見直し

躯体工事費等の
単価上昇分

躯体工事費等の
単価上昇分

特例加算

太陽光発電
設備工事等
太陽光発電
設備工事等

1,434
万円/戸

主体附帯
工事費 特例加算

太陽光発電
設備工事等
太陽光発電
設備工事等

躯体工事費
等の

単価上昇分

269.5万円

最大
2,188
万円/戸

標準建設費

269.5万円215万円

従前

見直し後

（現在の工事費上昇に対応した
15%分の嵩上げ）

269.5万円

特例加算

追加の性能
向上等に対応

（その他特殊事情による
工事費上昇等に対応）

※9月１日
施行

※9月１日
施行

資料４ （参考資料）
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Ⅱ-① 適正な契約価格の設定
（「東日本大震災の被災地で適用する積算基準」の策定）

○東日本大震災の被災３県（岩手県、宮城県、福島県）では、早期復興に向け大規模な
復旧・復興事業が推進されており、工事量の増大による資材調達不足等で、標準歩掛と
施工実態とに乖離（日当り作業量の低下）が生じている

◆日当り作業量の補正内容

①土工（掘削積込～土の敷均し・締固めまでの一連作業）【3工種】
・ダンプトラック不足等による日当り作業量の低下を確認
→日当り作業量を１０％補正

②コンクリート工【29工種】
・セメント供給不足等による日当り作業量の低下を確認
→無筋・鉄筋構造物、擁壁工などCo打設を伴う工種で日当り作業量を１０％補正

○このため、被災３県（岩手県、宮城県、福島県）における施工実態の調査を実施

○調査の結果、「土工」及び「コンクリート工」において、日当り作業量の低下を確認したた
め、関係する３２工種について、標準歩掛の日当たり作業量を補正した復興歩掛を策定

※詳細は（http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/constplan/sosei_constplan_tk_000024.html）

※本歩掛は、平成２５年１０月１日以降に入札する工事から適用
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Ⅱ-② 災害公営住宅分野の情報連絡会の設置

≪目的≫ 災害公営住宅の整備に係る建築資材の需給の見通し等について、関係者間で情報共有を図り、

円滑な施工の確保に寄与することを目的とする。

○ 開催場所 東北地方整備局（仙台市）
○ 開催時期 H25年9月6日（金）

○ 建設業者団体等からの主な意見
・資材では特に生コンの供給がひっ迫している。
・専任の主任技術者の兼務の範囲や距離要件を緩和してほしい。

○ 発注に係るこれまでの主な取組み
・ＲＣ造で、生コンや現場の職人数を削減できるプレキャスト工法等を採用。
・単価改訂の頻度増など、予定価格を的確に設定。

主な意見 等

国土交通省からの提供資料

○ 各地域（県等）ごとに発注者、受注者で十分に連携し、対応等を深める。
○ 生コンの供給者側に、優先供給を要請する。
○ 専任の主任技術者の兼務の要件については、9月19日付で緩和。

今後の対応

メンバー

○ 岩手県 県土整備部 ○ 宮城県 土木部
○ 福島県 土木部 ○ 仙台市 都市整備局

○ 東北建設業協会連合会
○（一社）日本建設業連合会 東北支部

○（一社）住宅生産団体連合会
○ 岩手県地域型復興住宅推進協議会
○ 宮城県地域型復興住宅推進協議会
○ 福島県地域型復興住宅推進協議会
○（独）都市再生機構 ○ 東北地方整備局 建政部

発注機関

関係機関

建設業者団体

○ 国土交通省 住宅局 住宅総合整備課
○ 国土交通省 住宅生産課
○ 国土交通省 土地・建設産業局 建設業課
○ 国土交通省 東北地方整備局 企画部、営繕部
（事務局：東北地方整備局 建政部 都市・住宅整備課）
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○被災３県における災害公営住宅の工事実施の見通し （平成25年8月31日時点）

（国土交通省調査）
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Ⅱ‐③ 防災集団移転促進事業における事業計画変更の簡素化及び周知

防災集団移転促進事業は、比較的容易に事業計画の変更が可能な事業。
この特性を活かし、住宅団地の用地取得が難しい場合には、取得可能な場所へ住宅団地を柔軟に変更することで、事業の加速化を実現。

○防集事業は道路等と異なり、特定の土地の取得が必須でない。
事業の早期進捗を図るためには、移転住民や地権者との合意形成の過程で、柔軟に計画変更することが重要。

変更前 変更後
追加買収地

買収困難地

○このような柔軟な計画変更を支援し、地方公共団体の事務軽減を図るため、
「直近の国土交通大臣が同意した集団移転促進事業計画の補助対象事業費
の合計額の２０％未満の変更」を軽微な変更の対象とする旨を地方公共団体
に通知。（H25.3.27）

○補助対象事業費の合計額の２０％以上の変更についても、土地の価格上昇
にともなう事業費の増額分を除き取り扱うことを可能とするなど、事業計画の
の軽微な変更の運用について地方公共団体に通知。（H25.9.26）

※軽微な変更は届出で足りる事になり、変更に要する時間と作業が大幅に
削減される

防災集団移転促進事業における用地取得においては、事業主体の判断により、
・国土調査の成果の活用
・官民境界を実測した上でその中の民地の内訳を登記簿面積で按分等の手法をもちいて実測に代えることができる。

（ただし、以下の点について留意が必要）

＜東松島市矢本西団地の事例＞

事業計画変更の簡素化

用地取得における境界確定

○関係者間の合意
事業主体は、実測に代わり国土調査等の成果を活用し、各者の地積を確定することについて、
公共用地の管理者（国、県、市町村）や民地の地権者間での合意をとること。

○分筆する場合の取り扱い
分筆については、登記制度上、実測しなければならないこと。

○取得土地と隣接土地との境界確定について
取得しない移転促進区域外の隣接した土地との境界については、
立ち会い等により境界を確定させる必要があること。

○その他留意事項
課税台帳等の記録を考慮すること。
実測を行わずに地積を確定させることについて、妥当性を整理すること。 4



Ⅱ-④ 防災集団移転促進事業の跡地利用等の具体化
（防災集団移転促進事業の跡地の譲渡・交換に係るガイダンスの明確化）

○土砂や資材置き場の確保などの復興ニーズに対応し、防災集団移転促進事業により取得し

た土地について、譲渡や交換が可能である旨をガイダンスにおいて明確化し、その旨を通知。
（平成25年9月26日）

背景

○土置き場の確保や跡地利用の促進の観点から、防災集団移転促進事業跡地について、土地の集
約などに関する要望がある。

○これまで、防災集団移転促進事業跡地は、土地の集約化は想定していなかったことから、譲渡、交
換等については制限的に運用。

ガイダンスの明確化

東日本大震災の被災地における市街地整備事業の運用について
（ガイダンス）の一部改正について（平成２５年９月２６日） 概要

◆防集跡地は、公共施設用地や産業用地の確保、土地造成に係る発生土や資機材置き場の確保な

ど、地域の実情に応じて、計画的に土地の譲渡、交換、集約などを行い、跡地の利用を促進していく
ことが重要。

◆これまで、譲渡、交換等について制限的に運用してきたのは、土地取得時点で他の主体に当該土
地の取得意向がなく、移転を促進する上で当該地方公共団体による土地取得が不可欠であることを
確認する趣旨。

◆但し、地方公共団体が土地を取得した後に、復興の進捗に応じて当該土地の譲渡や交換の希望が
生じ、計画的な跡地利用を促進する観点から当該譲渡又は交換を行うことが必要となった場合に
は、譲渡・交換は可能。

◆この場合、譲渡又は交換を行う前に、当該土地を災害危険区域に指定し、その土地の取得に係る
事業の額の確定後、財産処分の手続を行う必要がある。
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事業実施前 事業実施後

農山漁村地域復興基盤整備事業
で宅地跡地を特定用途地(非農用
地)として換地

↓
防災集団移転促進事業による宅地
造成後分譲予定

宮城県南三陸町「西戸川工区」では、復興交付金を活用して
「農地整備事業」と「防災集団移転促進事業」を一体的に実施し、
住宅地の移転に必要な用地の創出や、移転跡地を含めた農地
整備を行うことにより、農業農村整備事業の事業期間が短縮す
るとともに、効率的な土地利用を実現。

さ い ど が わ

○ 防災集団移転促進事業と連携して農業農村整備事業を実施し、高台への集団移転と併せて、移転跡地を含めた農地整備を
行うことにより、地域の復興を加速化。

○ 農業農村整備事業によって、移転跡地を含め農地を復旧、大区画化すると同時に、農地に囲まれた宅地の集約を１３市町で
計画中。このうち、石巻市の２地区(大川地区、北上地区)において工事に着手。

Ⅱ-④ 防災集団移転促進事業の跡地利用等の具体化

（農業農村整備事業と防災集団移転促進事業の連携について）

県名 市町村名 地区名

岩手県 宮古市 宮古地区

宮城県 南三陸町 南三陸地区（西戸川工区）

石巻市 牡鹿地区、大川地区、北上地区

七ヶ浜町 七ヶ浜地区

気仙沼市 気仙沼地区

山元町 磯地区、山元東部地区

亘理町 亘理地区

東松島市 西矢本地区

仙台市 名取地区、岩沼地区

名取市

岩沼市

福島県 南相馬市 原町東地区、右田・海老地区
真野地区

南相馬市 八沢地区

相馬市

３県 １３市町 １７地区

南三陸町の例
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Ⅲ-① 見える化のワンストップ
 復興庁ホームページにおいて復旧・復興の進捗状況に係る国、県、市町村等の情報をワ

ンストップで見せる取り組みを実施

［ここで見える復旧・復興状況（ポータルページ）］

［医療・福祉・教育の復旧・復興情報］

医療・福祉の復旧・復興状況

学校施設の復旧・復興状況 等

［住宅・公共インフラの復旧・復興情報］

国による事業計画と工程表・指標

県・市町村による工程表・指標

除染に関する情報（５月２８日開始）

住まいの復興工程表

最近の着工式・完工式一覧

復興まちづくり事業カルテ

復興アルバム（定点観測写真）（５月２８日開始）

 つちおと情報館 （９月２７日開始）

［産業・生業の復旧・復興情報］

被災地の水産業、農林業、商工業・観光業の

情報の復旧・復興情報

復興特区制度の活用状況

被災地域の雇用の状況 等

［地域からの復興情報］

各市町村の復興計画、復興推進計画

現地からの復興だより 等

［まるふくマーク］
（９月２７日関係機関との共通利用を公表）

「まるふくマーク」とは

「まるふくマーク」の取組にご賛同下さい 等

○平成２５年３月２９日開始 ○平成２５年５月２８日開始
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［つちおと情報館の画面イメージ（災害公営住宅事業の例）］

つちおと情報館［宮城県］

・事業概要：
田子西土地区画整理組合施行で面積16.3haの地域

に整備した災害公営住宅。
南側は国道４号バイパスに接続する都市計画道路定

禅寺通上田子線に接し、東側は仙台港及び仙台東部
道路へ連絡する都市計画道路（幅員16ｍ～17ｍ）、
鶴ヶ谷仙台港線に接する主要幹線の交差する位置に
あり、ＪＲ仙石線「福田町駅」まで約１㎞の交通利便性
の高い地区。
地区の南側を商業用地とし店舗等の誘致を予定、北

側街区に中庭を中心に中層住棟を配置し、屋上に太
陽光パネルを設置するほか、太陽光発電用の蓄電池
等を備える「エネルギーセンター」を建設予定。また地
区内に障害児親子通園施設を併設する災害公営住宅
事業。

・事業主体：仙台市
・造成予定戸数：176戸
・完工予定：2015年3月
・工程表（住まいの復興工程表）
・事業範囲（地図情報）

田子西地区 （たごにしちく）

復興アルバム（定点観測写真）「田子西地区」

 「つちおと情報館」では、復興の加速化に向けて、個々に存在していた住宅・公共インフラ
に係る事業概要、定点観測写真、工程表、地図情報、関連する詳細情報などをまとめて、
視覚的に分かり易く提供

□ポイント２：

住宅再建等の事業概要
は、各地区のまちづくり
のコンセプトや住まいの
工夫などを居住者の目
線で出来る限り記載

□ポイント３：
１４事業、１３１箇所を掲載

□ポイント１：

「事業概要」、定点観測
写真を掲載する「復興ア
ルバム」、「工程表」や、
「地図情報」などの関連
情報を、事業地区毎に
一元的に見られるように
まとめた。

［つちおと情報館の３つのポイント］

Ⅲ-① 見える化のワンストップ（つちおと情報館（１））

クリック⇒次ページ①へ

クリック⇒次ページ②へ

クリック⇒次ページ③へ
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①復興アルバム（定点観測写真）

• 岩手県・宮城県・福島県の被災３県
において、災害公営住宅の建設や
防災集団移転促進事業等が進めら
れている地区の定点観測写真を掲
載

②住まいの復興工程表

• 被災者が一日も早く住まいのめどを
立てられるように住宅再建・復興ま
ちづくりの加速化に取り組み、住宅・
宅地の整備に関する工程や戸数の
年度別目標を明示する「住まいの復
興工程表」を作成

③事業範囲（地図情報）

• 復興まちづくり事業の本格化に合わ
せ、各事業の調整を図り，被災者の
方々が復旧・復興事業の計画を把
握できるよう、「復興まちづくり事業カ
ルテ」を作成

［画面イメージ］ ［画面イメージ］ ［画面イメージ］

 「つちおと情報館」では、定点観測写真を掲載する「復興アルバム」、「工程表」や、「地図情報」などの
関連情報を、事業地区毎に一元的に見られるようまとめている。

※現在、宮城県のみ作成

Ⅲ-① 見える化のワンストップ（つちおと情報館（２））

復興アルバム（定点観測写真）「田子西地区」
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・ 「まるふくマーク」をクリックしていくことで、目的の「復旧・復興の進捗情報に容易にたどり着くことができる

［復興庁ホームページでの 「まるふくマーク」掲載イメージ］

［賛同機関一覧： ４７機関（平成２５年９月２７日現在）］

国土交通省東北地方整備局、農林水産省東北農政局、独立行政法人都市再生機構、岩手県、宮城
県、福島県、並びに東北３県における一部の市町村

 「復旧・復興の進捗情報」の充実に加え、それらの情報まで導く「まるふくマーク」を復興庁
のみならず、被災３県の県・市町村や、国の関係機関等においても共通の目印として利用

 これにより、何処の機関のホームページでも、進捗情報を埋没させず、容易に見られるよう
になる。

Ⅲ-① 見える化のワンストップ（まるふくマーク）

進捗情報なら を クリック！
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① 参考資料へのリンク
各省庁の加速化措置に係る資料にリンク
（復興庁で集約）

③各省庁で公表してい
るＨＰへのリンク
（リンク先は各省庁管理）

例）
http://www.reconstructio
n.go.jp/topics/post_162.h
tml

② 通知文書への
リンク
加速化措置に係る
通知文書へのリンク
（復興庁で集約）

これまでの加速化措置を効果的に実現するためには関係者への周知徹底が重要であることか
ら、各省庁における現在の周知状況（通知文書やＨＰでの公表など）について、復興庁ホームページ
に集約し、ワンストップで見られるよう公表。

Ⅲ-② 加速化措置の見える化（加速化措置一覧表）

【 イメージ 】
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